
転
入
届
、
転
出
届
、
転
居
届
、

世
帯
変
更
届 

 

　 　 
 

窓
口
へ
届
け
出
を
さ
れ
た
方 
    ①

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
パ
ス

ポ
ー
ト
、
運
転
免
許
証
な
ど
、
官

公
署
が
発
行
し
、
本
人
の
写
真
が

貼
付
さ
れ
た
免
許
証
や
許
可
証
の

提
示
に
よ
り
確
認 

②
　
①
を
お
持
ち
で
な
い
場
合
は
、

次
の
Ａ
、
Ｂ
の
う
ち
か
ら
、
二
種

類
以
上
の
も
の
（
Ａ
は
必
ず
一
種

類
必
要
）
の
提
示
に
よ
り
確
認 

Ａ ． 

地
方
公
共
団
体
が
発
行
す
る

健
康
保
険
証
、
年
金
証
書
な
ど 

Ｂ ． 

預
金
通
帳
や
民
間
会
社
の
社

員
証
な
ど 

③
　
①
、
②
を
お
持
ち
で
な
い
場

合
は
、
職
員
が
個
人
情
報
や
世
帯

情
報
な
ど
を
聞
き
取
る
こ
と
で
確

認     

前
述
の
方
法
で
本
人
確
認
が
で

き
な
い
場
合
、
ま
た
は
窓
口
へ
届

け
出
を
さ
れ
た
方
が
代
理
人
や
使

者
の
場
合
は
、
異
動
者
に
対
し
て

異
動
前
の
住
所
に
届
け
出
受
理
の

通
知
文
書
を
送
り
ま
す
。 

    

通
知
文
書
の
届
け
出
に
覚
え
が

な
い
場
合
は
、
第
三
者
が
「
な
り

す
ま
し
」
に
よ
り
、
届
け
出
た
可

能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
市
民
課

住
民
係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

    

最
近
で
は
、
市
役
所
だ
け
で
な

く
、
金
融
機
関
な
ど
で
も
本
人
確

認
用
書
類
の
提
示
を
求
め
ら
れ
る

機
会
が
増
え
て
き
ま
し
た
。 

運
転
免
許
証
な
ど
を
お
持
ち
で

な
い
方
は
、
本
人
確
認
用
書
類
と

し
て
、
写
真
付
き
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
を
取
得
さ
れ
て
は
い
か
が

で
す
か
。 

●
申
請
か
ら
交
付
ま
で 

写
真
（
縦
四
・
五
cm
×
横
三
・

五
cm
で
申
請
前
六
カ
月
以
内
に
撮

影
し
た
無
帽
・
正
面
・
無
背
景
の

も
の
）
を
お
持
ち
の
上
、
市
民
課

住
民
係
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
後
、
本
人
確
認
の
た
め
、
本

人
あ
て
に
回
答
書
を
郵
送
し
ま
す
。

回
答
書
に
必
要
事
項
を
記
入
・
押

印
し
、
保
険
証
な
ど
を
持
っ
て
窓

口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
回
答
書

と
保
険
証
な
ど
で
本
人
確
認
を
し
、

交
付
し
ま
す
。 

※
代
理
人
が
申
請
さ
れ
る
場
合
は
、

委
任
状
な
ど
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

※
運
転
免
許
証
な
ど
、
写
真
付
き

の
本
人
確
認
用
書
類
を
お
持
ち

の
方
は
、
そ
の
写
し
を
い
た
だ

く
こ
と
で
、
即
日
交
付
し
ま
す
。 

●
手
数
料 

五
百
円 

 

詳
し
く
は
、市
民
課
住
民
係（
内

線
１
４
１
〜
１
４
４
）へ
ど
う
ぞ
。 


